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は　じ　め　に 

 

　この財政白書は、上三川町の令和６年度の普通会計の決算収支、歳入や歳出の状況について

の説明資料として、令和６年度地方財政状況調査表を基に作成しています。 
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（１）令和６年度決算の特徴 

令和６年度決算は、前年度にＯＲＩＧＡＭＩプラザの建設が完了したことにより、事業に係る歳入

として国庫支出金や地方債が、歳出として普通建設事業費が減少したことで、歳入歳出決算額ともに

前年度と比較して減額となりました。 

 

　　　　　　　 

 

 

★普通会計・・・・・　普通会計とは、財政分析に使われる会計の区分で総務省の定める基準。 

現在、当町で普通会計に当てはまるものは『一般会計』のみ。 

 

★一般会計・・・・・　町行政の運営の基本となる会計で、町会計の中心となる会計。 

なお、この財政白書上の各数値は、一般会計における集計値。 

 

★特別会計・・・・・　特定の事業を行うために、『一般会計』と区別して経理する会計。 

当町では、『国民健康保険事業特別会計』、『介護保険事業特別会計』、『後期

高齢者医療特別会計』、『農業集落排水事業特別会計』の４つ。 

 

★公営企業会計・・・　『一般会計』とは区別される、民間企業と同様な独立採算制をとっている事

業会計のことで、当町では『水道事業会計』、『下水道事業会計』の２つ。 

 

ことばの意味

１　普通会計決算の概要
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（２）決算収支 

第１表　普通会計決算総括表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％） 

 
 

第２表　決算収支の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％） 

 

　令和６年度の『単年度収支』は黒字となりましたが、積立金を取り崩すことで財源を確保している

ことから、『実質単年度収支』は赤字となりました。 

 

 

★実質収支・・・・・・　「形式収支」から「翌年度に繰り越すべき財源」を差し引いたもの。 

　　　　　　　　　　　　ここが赤字になると、いわゆる『赤字団体』となる。 

 

★単年度収支・・・・・　「当年度の実質収支」から「前年度の実質収支」を差し引いたもの。 

前年度から引き継がれた収入・支出を除き、当該年度だけの収支を明らか

にするもの。 

 

★実質単年度収支・・・　単年度収支の中からさらに、財政調整基金への積立や取崩しなどの増減 

を計算したもの。 

 

金　額 増減額 増減率 金　額 増減額

(a) (a-b) (a) R4年度比

1 歳入総額 13,985,299 △ 362,736 △ 2.5 14,348,035 1,630,761

2 歳出総額 12,590,936 △ 879,758 △ 6.5 13,470,694 1,866,498

3 形式収支（1-2） 1,394,363 517,022 58.9 877,341 △ 235,737

4 翌年度に繰り越すべき財源 420,789 256,055 155.4 164,734 △ 147,688

5 実質収支（3-4） 973,574 260,967 36.6 712,607 △ 88,049

6 単年度収支 260,967 349,016 △ 396.4 △ 88,049 85,349

7 積立金 1,981 1,851 1,423.8 130 △ 14

8 繰上償還金 0 0 0.0 0 0

9 積立金取崩額 315,849 315,849 0.0 0 0

10 実質単年度収支（6+7+8-9） △ 52,901 35,018 △ 39.8 △ 87,919 85,335

令和６年度 令和５年度

区 分

増減率 増減率 増減率

令和６年度 13,985,299 △ 2.5 12,590,936 △ 6.5 973,574 36.6 260,967 △ 52,901

令和５年度 14,348,035 12.8 13,470,694 16.1 712,607 △ 11.0 △ 88,049 △ 87,919

令和４年度 12,717,274 △ 4.6 11,604,196 △ 5.5 800,656 △ 17.8 △ 173,398 △ 173,254

令和３年度 13,336,980 △ 14.7 12,281,602 △ 17.2 974,054 41.5 285,629 442,214

令和２年度 15,643,923 40.7 14,830,785 41.1 688,425 52.9 238,084 △ 254,157

歳     入 歳     出 実 質 収 支
年度

単年度
収  支

実質単年度
収      支

ことばの意味
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第３表　歳入決算額の状況 

（単位：千円、％） 

 

※　端数処理の関係で、表内の計が合わないことがあります。 

 

前年度にＯＲＩＧＡＭＩプラザの建設が完了したことにより『国庫支出金』、『地方債』が減少し、

歳入総額は前年度と比較して減額となっています。 

『普通交付税』は、国の臨時経済対策として追加交付があったことから前年度より増加しています。 

『地方税』については、定額減税による減少分は、『地方特例交付金』にて減収補填されています。 

 

 

決算額 構成比 増減額 増減率 決算額 構成比

(a) (a-b) (a)

1 地方税 6,315,148 45.2 △ 135,713 △ 2.1 6,450,861 45.0

2 地方譲与税 146,570 1.0 212 0.1 146,358 1.0

3 利子割交付金 1,757 0.0 663 60.6 1,094 0.0

4 配当割交付金 35,434 0.3 10,048 39.6 25,386 0.2

5 株式等譲渡所得割交付金 50,398 0.4 21,030 71.6 29,368 0.2

6 法人事業税交付金 108,116 0.8 15,482 16.7 92,634 0.6

7 地方消費税交付金 878,765 6.3 43,458 5.2 835,307 5.8

(1) 地方消費税 423,570 3.0 22,792 5.7 400,778 2.8

(2) 社会保障財源化分 455,195 3.3 20,666 4.8 434,529 3.0

8 環境性能割交付金 20,678 0.1 1,011 5.1 19,667 0.1

9 地方特例交付金 189,816 1.4 150,212 379.3 39,604 0.3

10 地方交付税 646,040 4.6 164,522 34.2 481,518 3.4

(1) 普通交付税 550,717 3.9 164,589 42.6 386,128 2.7

(2) 特別交付税 95,323 0.7 △ 67 △ 0.1 95,390 0.7

11 交通安全対策特別交付金 2,565 0.0 △ 241 △ 8.6 2,806 0.0

8,395,287 60.0 270,684 3.3 8,124,603 56.6

12 分担金及び負担金 43,433 0.3 △ 11,029 △ 20.3 54,462 0.4

13 使用料及び手数料 58,989 0.4 5,768 10.8 53,221 0.4

14 国庫支出金 2,136,773 15.3 △ 377,646 △ 15.0 2,514,419 17.5

15 県支出金 1,004,139 7.2 87,088 9.5 917,051 6.4

16 財産収入 35,031 0.3 26,879 329.7 8,152 0.1

17 寄付金 54,708 0.4 4,842 9.7 49,866 0.3

18 繰入金 762,142 5.4 260,647 52.0 501,495 3.5

19 繰越金 877,341 6.3 △ 235,737 △ 21.2 1,113,078 7.8

20 諸収入 79,144 0.6 △ 2,572 △ 3.1 81,716 0.6

21 地方債 538,312 3.8 △ 391,660 △ 42.1 929,972 6.5

5,590,012 40.0 △ 633,420 △ 10.2 6,223,432 43.4

13,985,299 100.0 △ 362,736 △ 2.5 14,348,035 100.0

8,225,936 58.8 △ 86,915 △ 1.0 8,312,851 57.9

5,759,363 41.2 △ 232,363 △ 3.9 6,035,184 42.1

令和６年度 令和５年度

小　計（ 一 般 財 源 ）

小　計（ 特 定 財 源 ）

歳  入  合  計

自主財源(1+12+13+16～20)

依存財源(2～11+14+15+21)

区　　　　　　　分

２　歳入の状況



- 4 -

 

 

★地方譲与税・・・・・　国税の一部から町に譲与されるお金。 

道路の延長や面積を基準に交付される地方揮発油譲与税、自動車重量譲与 

税など。 

 

★○○○交付金・・・・　皆さんが納めている国税（消費税や所得税など）や県税（自動車取得税）

から、町に配分される税金。 

 

★地方交付税・・・・・　全国の市町村で同じ行政サービスが受けられるように、国から配分され 

るもの。普通交付税と特別交付税の２種類がある。 

 

★国庫／県支出金・・・　特定の事業実施のため、その使い道が指定されて、国・県から交付され 

　　　　　　　　　　　るもの。 

 

★財産収入・・・・・・　町有地の払下げによる収入や基金（貯金）の利子収入。 

 

★繰入金・・・・・・・　積み立てていた基金（貯金）を取り崩して、予算に繰り入れるお金。 

 

★繰越金・・・・・・・　前年度決算により繰り越したお金。 

 

★地方債・・・・・・・　町が事業を行う場合に、その不足資金を調達するために、長期間、銀行 

などから借り入れるお金。借金（ローン）のこと。 

 

★特定財源・・・・・・　その使い道が決められている財源。 

 

★一般財源・・・・・・　どのような経費にも使える財源。 

 

★依存財源・・・・・・　国や県の基準等により交付される財源。 

 

★自主財源・・・・・・　町が自主的に調達する財源。 

 

ことばの意味
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第４表　町税の状況 

（単位：千円、％）　 

 
※　端数処理の関係で、表内の計が合わないことがあります。 

 

町税収入の総額としては、前年度と比較して減額となりました。 

『市町村民税』のうち「個人分」は定額減税により前年度と比較して減額となりました。 

『固定資産税』について、「土地」は宅地の平均価格の減少により減収となりました。「家屋」は、

新築家屋の増加によって税収が増えています。「償却資産」は、既存所有資産の減価償却が進んだこ

とにより、前年度と比較して減額となりました。 

『軽自動車税』については、登録台数の増加により前年度と比較して減額となりました。 

『市町村たばこ税』については、売り渡し本数が減少したことにより前年度と比較して減額となり

ました。 

『都市計画税』は、都市計画事業等に要する費用に充てるため、都市計画区域として指定されてい

る市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し課することができる目的税です。令和６年度収入の

使いみちについては、下記に掲載しています。 

 

決算額 構成比 増減額 増減率 決算額 構成比

(a) (a-b) (a)

一　普通税 6,162,876 97.6 △ 124,180 △ 2.0 6,287,056 97.5

　(1)　市町村民税 2,211,053 35.0 △ 53,649 △ 2.4 2,264,702 35.1

　　(ｱ)　個人分 1,755,192 27.8 △ 103,474 △ 5.6 1,858,666 28.8

　　(ｲ)　法人分 455,861 7.2 49,825 12.3 406,036 6.3

　(2)　固定資産税 3,548,955 56.2 △ 68,040 △ 1.9 3,616,995 56.1

　　(ｱ)　純固定資産税 3,545,313 56.1 △ 68,040 △ 1.9 3,613,353 56.0

　　　①　土地 948,588 15.0 △ 23,041 △ 2.4 971,629 15.1

　　　②　家屋 1,186,510 18.8 13,220 1.1 1,173,290 18.2

　　　③　償却資産 1,410,215 22.3 △ 58,219 △ 4.0 1,468,434 22.8

　　(ｲ)　交付金 3,642 0.1 0 0.0 3,642 0.1

　(3)　軽自動車税 121,851 1.9 8,635 7.6 113,216 1.8

　(4)　市町村たばこ税 281,017 4.4 △ 11,126 △ 3.8 292,143 4.5

二　目的税 152,272 2.4 △ 11,533 △ 7.0 163,805 2.5

　(1)　都市計画税 152,122 2.4 △ 11,683 △ 7.1 163,805 2.5

　(2)　入湯税 150 0.0 150 皆増

合　　　計 6,315,148 100.0 △ 135,713 △ 2.1 6,450,861 100.0

令和６年度 令和５年度

区　　　　　　　分

                                            【令和６年度 都市計画税収入とその使いみち】 

◆　都市計画税収入 

1 億 5,212 万 2,095 円（現年課税分：1億 5,126 万 4,347 円、滞納繰越分：85万 7,748 円） 

◆　都市計画税の使いみち 

◇　下水道事業会計　起債償還　1億 5,212 万 2,095 円 

※　過去に実施した都市計画事業（下水道整備事業（汚水・雨水 ））の借金の返済

【令和６年度 入湯税収入とその使いみち】 

◆　入湯税収入 

15 万円 

◆　入湯税の使いみち 

◇　一般会計　消火栓設置費　15万円
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※　端数処理の関係で、合計が合わないことがあります。 

 

『法人住民税』は、町内の大企業からの税収が主なものであり、経済状況の影響を受けやすく、法人

住民税全体の増減に影響があることが当町の特徴と言えます。 

『固定資産税』については、新築家屋は増加したものの、宅地の平均価格が減少したことや、償却資

産の減価償却により減収する結果となりました。町税収入全体に占める割合は非常に大きく、一定額の

収入が見込めることから、当町における町税収入の根幹となっています。 

『軽自動車税』について、軽自動車の保有台数は微増が続いており、ランニングコストの低さや機動

力の高さへの需要があることから、軽自動車税についても増加傾向にあります。 

『たばこ税』について、令和３年１０月に税率が引き上げられたこともあり、令和３年度以降増加し

ていましたが、売り渡し本数が減少したことにより前年度と比較して減額となりました。 

『都市計画税』については、令和元年度までの税率は 0.2％でしたが、令和２年度から税率を段階的

に引き下げ、令和３年度は 0.18％、令和４年度は 0.165％、令和５年度は 0.145％、令和６年度は 0.135％

としたため、減収となりました。 
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（１）目的別歳出 

　歳出を分類する場合、「目的別」・「性質別」の２種類で分類することが出来ます。「目的別」では行政

目的（仕事の内容）で分類するので、町の仕事のどの分野に重点的にお金がかけられているかが分かり

ます。 

 

第５表　目的別歳出決算額の状況 

（単位：千円、％） 

 

※　端数処理の関係で、表内の計が合わないことがあります。 

 

『総務費』は、庁舎大規模改修工事【+36,157 千円】や物価高騰対応定額減税補足給付金【+225,950

千円】などにより、前年度から増額となりました。 

『民生費』は、障害者自立支援給付事業【+80,392 千円】や制度改正に伴う児童手当の増額があった

児童福祉総務費【+66,918 千円】などにより、前年度から増額となりました。 

『農林水産業費』は、県事業に負担金として支出している農村地域防災減災事業【+48,128 千円】な

どにより増額となりました。 

『土木費』は、赤沢川の護岸整備を実施した河川事業【+107,520 千円】などにより増額しています。 

構成比の割合では、『民生費』・『総務費』・『土木費』・『教育費』の順になります。『民生費』は、社会

保障に対する経費が大きなウエイトを占めることから、構成比に占める割合が大きくなります。『総務

費』については、庁舎大規模改修工事が本格化することから、例年に比べ歳出が大きい状況が続く見込

みとなります。また、『教育費』については、前年度に完了したＯＲＩＧＡＭＩプラザの建設により減少

したものの、令和７年度に実施する小学校及び中学校の屋内運動場空調機設置工事に伴い歳出が増加す

る見込みです。 

決算額 構成比 増減額 増減率 決算額 構成比

(a) (a-b) (a)

1 議会費 108,945 0.9 2,446 2.3 106,499 0.8

2 総務費 1,830,724 14.5 605,060 49.4 1,225,664 9.1

3 民生費 4,785,309 38.0 212,017 4.6 4,573,292 33.9

4 衛生費 839,469 6.7 △ 212,992 △ 20.2 1,052,461 7.8

5 労働費 100 0.0 0 0.0 100 0.0

6 農林水産業費 570,222 4.5 45,441 8.7 524,781 3.9

7 商工費 409,070 3.2 △ 27,997 △ 6.4 437,067 3.2

8 土木費 1,410,248 11.2 71,832 5.4 1,338,416 9.9

9 消防費 601,892 4.8 1,470 0.2 600,422 4.5

10 教育費 1,223,995 9.7 △ 1,524,793 △ 55.5 2,748,788 20.4

11 災害復旧費 0 0.0 0 0.0 0 0.0

12 公債費 810,962 6.4 △ 52,242 △ 6.1 863,204 6.4

13 諸支出金 0 0.0 0 0.0 0 0.0

12,590,936 100.0 986,740 7.3 13,470,694 100.0

令和６年度 令和５年度

合 計

区　　　　　　　分

３　歳出の状況
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　★議会費・・・・・　議員報酬等の議会運営に要する費用。 

 

★総務費・・・・・　税金徴収や戸籍事務、まちづくり等のために要する費用。 

 

　★民生費・・・・・　保育所の運営等の子育て支援や高齢者・障がい者の生活支援等に要する費用。 

 

　★衛生費・・・・・　健康診査や予防接種、ゴミ収集等に要する費用。 

 

　★農林水産業費・・　農業振興のために要する費用。 

 

　★商工費・・・・・　上三川町商工会への補助など、中小企業の振興のために要する費用。 

 

　★土木費・・・・・　道路や橋、公園等の管理および整備に要する費用。 

 

　★消防費・・・・・　石橋地区消防組合への負担金や町消防団の運営等に要する費用。 

 

　★教育費・・・・・　学校教育、スポーツ・文化振興等に要する費用。 

 

　★災害復旧費・・・　地震や台風等の自然災害の対応に要する費用。 

 

　★公債費・・・・・　地方債（借金）返済のための費用。  

ことばの意味
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（２）性質別歳出 

　「性質別」では人件費や物件費といった経済的性質に分類することで、財政の健全度等を把握するこ

とが出来ます。 

　「義務的経費」とは、支出することが制度的に義務づけられていて、削減のしにくい経費のことです。

この割合が大きくなっていくと財政運営が硬直化傾向にあるとされます。 

　また、「投資的経費」とは、道路や建物など形として残るものに使われる経費のことです。一方、支出

の効果が短期間で終わり、形として残らないものに使われる経費が「消費的経費」です。 

 

第６表　性質別歳出決算額の状況 

（単位：千円、％） 

 

※　端数処理の関係で、表内の計が合わないことがあります。 

 

構成比が最も大きいのは、『扶助費』となっています。物価高騰対応定額減税補足給付金や制度改正に

伴う子どものための教育・保育給付費により高い構成比を占めています。子育て支援や社会保障、障が

い福祉サービス等に対する需要は高く、歳出において今後も大きな割合を占める状態が続く見込みです。 

　『普通建設事業費』は、前年度完了したＯＲＩＧＡＭＩプラザの建設により前年度と比較して大きく

減額しています。 

『積立金』は、今後の公共施設等の改修に備えるため、公共施設総合管理基金などに積み立てたこと

で増額しています。 

決算額 構成比 増減額 増減率 決算額 構成比

(a) (a-b) (a)

1 人件費 1,717,323 13.6 28,765 1.7 1,688,558 14.6

2 物件費 2,096,217 16.6 208,904 11.1 1,887,313 16.3

3 維持補修費 41,479 0.3 △ 375 △ 0.9 41,854 0.4

4 扶助費 3,344,664 26.6 548,102 19.6 2,796,562 24.1

5 補助費等 2,059,441 16.4 △ 393,989 △ 16.1 2,453,430 21.1

6 普通建設事業費 1,138,427 9.0 △ 1,355,967 △ 54.4 2,494,394 21.5

(1) 補助事業費 267,719 2.1 △ 1,290,186 △ 82.8 1,557,905 13.4

(2) 単独事業費 870,708 6.9 △ 65,781 △ 7.0 936,489 8.1

7 災害復旧事業費 0 0.0 0 0.0 0 0.0

8 公債費 810,962 6.4 △ 52,242 △ 6.1 863,204 7.4

9 積立金 170,244 1.4 111,492 189.8 58,752 0.5

10 投資及び出資金 31,942 0.3 20,117 170.1 11,825 0.1

11 繰出金 1,180,237 9.4 5,435 0.5 1,174,802 10.1

12,590,936 100.0 △ 879,758 △ 6.5 13,470,694 116.1

5,872,949 46.6 524,625 9.8 5,348,324 46.1

6,717,987 53.4 △ 1,404,383 △ 17.3 8,122,370 70.0

9,259,124 73.5 391,407 4.4 8,867,717 76.4

1,138,427 9.0 △ 1,355,967 △ 54.4 2,494,394 21.5

2,193,385 17.4 84,802 4.0 2,108,583 18.2

令和６年度 令和５年度

合 計

義務的経費(1+4+8)

任意的経費(2+3+5+6+7+9～11)

消費的経費(1～5)

投資的経費(6+7)

その他の経費(8～11)

区　　　　　　　分
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★物件費・・・・・・　公共施設管理のための委託費や消耗品、光熱水費などの事務的な経費。 

　 

★維持補修費・・・・　公共施設や公用車等の維持修繕費用。 

 

★扶助費・・・・・・　児童医療費の助成や高齢者・障がい者の生活支援等。 

 

★補助費等・・・・・　各種団体（消防・救急医療・葬祭場・自治会等）への負担金や活動支援等。 

 

★普通建設事業費・・　道路や河川、学校などの整備・改修工事費用。 

 

★積立金・・・・・・　基金への積立。 

 

★繰出金・・・・・・　保険医療特別会計や農業集落排水事業特別会計への支出。 

 

★投資及び出資金・・　水道事業会計や下水道事業会計への支出等。 

　 

ことばの意味
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第７表　普通建設事業費目的別内訳 

（単位：千円、％） 

 

※　端数処理の関係で、表内の計が合わないことがあります。 

 

『総務費』は、庁舎大規模改修工事により増額しています。令和７年度以降についても継続して実施

することから、例年に比べ歳出が大きい状況が続く見込みです。 

『農林水産業費』は、県事業に負担金として支出している農村地域防災減災事業などにより増額とな

りました。 

　『土木費』のうち「その他」については、赤沢川の護岸整備を実施した河川事業などにより増額して

います。 

『教育費』のうち「その他」は、前年度完了したＯＲＩＧＡＭＩプラザの建設により、大きく減額し

ています。 

 

　  

決算額 構成比 増減額 増減率 決算額 構成比

(a) (a-b) (a)

1 議会費 0 0.0 0 0.0 0 0.0

2 総務費 236,546 20.8 46,866 24.7 189,680 7.6

3 民生費 3,291 0.3 △ 18,772 △ 85.1 22,063 0.9

4 衛生費 13,202 1.2 12,788 3,088.9 414 0.0

5 労働費 0 0.0 0 0.0 0 0.0

6 農林水産業費 98,073 8.6 44,774 84.0 53,299 2.1

7 商工費 0 0.0 0 0.0 0 0.0

8 土木費 613,105 53.9 102,919 20.2 510,186 20.5

(1) 道路橋梁費 386,524 34.0 24,173 6.7 362,351 14.5

(2) 都市計画費 82,948 7.3 △ 40,499 △ 32.8 123,447 4.9

(3) 住宅費 6,880 0.6 5,705 485.5 1,175 0.0

(4) その他 136,753 12.0 113,540 489.1 23,213 0.9

9 消防費 27,929 2.5 1,676 6.4 26,253 1.1

10 教育費 146,281 12.8 △ 1,546,218 △ 91.4 1,692,499 67.9

(1) 小学校費 56,679 5.0 29,372 107.6 27,307 1.1

(2) 中学校費 34,621 3.0 25,219 268.2 9,402 0.4

(3) その他 54,981 4.8 △ 1,600,809 △ 96.7 1,655,790 66.4

11 諸支出金 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1,138,427 100.0 276,871 11.1 2,494,394 100.0

令和６年度 令和５年度

合 計

区　　　　　　　分
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　『地方債現在高』は、前年度に完了したＯＲＩＧＡＭＩプラザの建設により、新規の地方債発行額が

抑えられたため、借入金額を元金償還額が上回ったことで前年度と比較して減額となりました。 

今後においては、庁舎大規模改修工事や小中学校の屋内運動場及び上三川日産スポーツセンター（上

三川町体育センター）への空調機整備を予定していることから、その財源として地方債の発行額も増加

する見込みです。 

　地方債現在高を町民１人当たりに換算すると、190,352 円となります。（令和７年３月３１日現在人口

30,596 人） 

 

 

 

 

 

★臨時財政対策債・・・　地方債は、原則として道路整備や学校整備等の建設事業のために発行される

が、臨時財政対策債は地方一般財源の不足に対処するため、建設事業以外の経

費にも充てられる特例として発行される地方債。 

地方公共団体の実際の借入れの有無にかかわらず、その元利償還金相当額を

後年度基準財政需要額【20ページ参照】に算入することとされている。 

 

 

 

４　地方債（借金）の状況

ことばの意味
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第８表　地方債現在高の状況（目的別） 

　（単位：千円、％） 

 
※　端数処理の関係で、表内の計が合わないことがあります。 

　 

町道整備や公園施設整備等のための『公共事業等債』や河川護岸整備等のための『一般単独事業債』

を借り入れるなど、建設事業に充てるための町債を発行しました。 

また、令和５年度に引き続き『臨時財政対策債』を発行しました。 

全体としては、起債償還額が新規借入額を上回っており、現在高は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算額 構成比 増減額 増減率 決算額 構成比

(a) (a-b) (a)

1 公共事業等債 336,026 5.8 14,117 4.4 321,909 5.3

2 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 82,770 1.4 7,080 9.4 75,690 1.2

3 公営住宅建設事業債 0 0.0 0 0.0 0 0.0

4 災害復旧事業債 6,670 0.1 △ 1,200 △ 15.2 7,870 0.1

5 (旧)緊急防災・減災事業債 0 0.0 0 0.0 0 0.0

6 全国防災事業債 0 0.0 △ 12,859 △ 100.0 12,859 0.2

7 学校教育施設等整備事業債 557,619 9.6 △ 115,801 △ 17.2 673,420 11.1

8 一般廃棄物処理事業債 37,411 0.6 △ 4,173 △ 10.0 41,584 0.7

9 一般補助施設整備等事業債 23,982 0.4 △ 21,009 △ 46.7 44,991 0.7

10 一般単独事業債 2,936,743 50.4 42,477 1.5 2,894,266 47.6

11 財源対策債 342,417 5.9 △ 3,796 △ 1.1 346,213 5.7

12 減収補填債 28,260 0.5 △ 4,710 △ 14.3 32,970 0.5

13 臨時財政特例債 0 0.0 0 0.0 0 0.0

14 減税補填債 17,444 0.3 △ 14,991 △ 46.2 32,435 0.5

15 臨時税収補填債 0 0.0 0 0.0 0 0.0

16 臨時財政対策債 1,429,644 24.5 △ 139,248 △ 8.9 1,568,892 25.8

17 県貸付金 25,029 0.4 △ 2,521 △ 9.2 27,550 0.5

5,824,015 100.0 △ 256,634 △ 4.2 6,080,649 100.0

令和６年度 令和５年度

合 計

区　　　　　　　分



- 15 -

第９表　地方債現在高の状況（借入先別） 

（単位：千円、％） 

 

※　端数処理の関係で、表内の計が合わないことがあります。 

 

 

『財政融資資金』、『地方公共団体金融機構資金』、『市中銀行』、『共済等』から、それぞれ新たに借り

入れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算額 構成比 増減額 増減率 決算額 構成比

(a) (a-b) (a)

1 政府資金 2,130,159 36.6 △ 123,651 △ 5.5 2,253,810 37.1

(1)財政融資資金 2,086,566 35.8 △ 97,790 △ 4.5 2,184,356 35.9

　うち旧資金運用部資金 0 0.0 0 0.0 0 0.0

(2)旧郵政公社資金 43,593 0.7 △ 25,861 △ 37.2 69,454 1.1

　うち旧郵便貯金資金 0 0.0 0 0.0 0 0.0

　うち旧簡易生命保険資金 43,593 0.7 △ 25,861 △ 37.2 69,454 1.1

2 地方公共団体金融機構資金 1,463,110 25.1 6,072 0.4 1,457,038 24.0

3 市中銀行 1,708,555 29.3 △ 68,253 △ 3.8 1,776,808 29.2

4 その他の金融機関 452,704 7.8 △ 77,406 △ 14.6 530,110 8.7

5 共済等 44,458 0.8 9,125 25.8 35,333 0.6

6 その他 25,029 0.4 △ 2,521 △ 9.2 27,550 0.5

5,824,015 100.0 △ 176,098 △ 2.9 6,080,649 100.0

令和６年度 令和５年度

合 計

区　　　　　　　分
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　「債務」とは、経費の支出義務のことです。 

「債務負担行為」は、将来にわたる債務を負う契約を結ぶことをいいます。予算の内容の一部とし

て、議会の議決によって設定されますが、歳出予算には含まれません。あくまで契約等で発生する債

務の負担を設定する行為で、その時点でまだ歳出の予定が確定しているわけではないからです。 

 

 

第１０表　債務負担行為の状況 

（単位：千円、％） 

 

※　端数処理の関係で、表内の計が合わないことがあります。 

 

　「その他に係るもの」には、上三川いきいきプラザや図書館、各コミュニティセンターなど町施設の

指定管理契約や、給食センター調理業務など、複数年度契約となるものの支出予定額が計上されていま

す。契約満了の前年度には、新たな契約期間の支出予定額が加算されることになります。 

　 

 

 

 

★利子補給・・・　特定の融資を行った金融機関に対して、借入者の利子負担を軽減するため、その 

　　　　　　　　利子の一部に相当する金額を給付すること。 

 

 

次年度以降
支出予定額　　　　　　

増減額 増減率
次年度以降
支出予定額　　　　　　

増減額

(a) (a-b) (a) (a-b)

23,565 △ 1,960 △ 7.7 25,525 9,039

　農林水産関係に係るもの 22,125 △ 1,238 △ 5.3 23,363 9,989

　商工関係に係るもの 1,440 △ 722 △ 33.4 2,162 △ 950

　住宅関係に係るもの 0 0 0.0 0 0

3,082,157 387,150 14.4 2,695,007 263,988

3,105,722 385,190 14.2 2,720,532 273,027

令和６年度 令和５年度

利子補給等に係るもの

その他に係るもの

合 計

区　　　　　　　分

５　債務負担行為の状況

ことばの意味

http://www.weblio.jp/content/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%81%AE
http://www.weblio.jp/content/%E8%9E%8D%E8%B3%87
http://www.weblio.jp/content/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E9%96%A2
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%97%E3%81%A6
http://www.weblio.jp/content/%E5%80%9F%E5%85%A5
http://www.weblio.jp/content/%E5%88%A9%E5%AD%90
http://www.weblio.jp/content/%E8%B2%A0%E6%8B%85
http://www.weblio.jp/content/%E8%BB%BD%E6%B8%9B
http://www.weblio.jp/content/%E5%88%A9%E5%AD%90
http://www.weblio.jp/content/%E4%B8%80%E9%83%A8
http://www.weblio.jp/content/%E9%87%91%E9%A1%8D
http://www.weblio.jp/content/%E7%B5%A6%E4%BB%98
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第１１表　積立基金現在高の状況 

（単位：千円、％） 

 

※　端数処理の関係で、表内の計が合わないことがあります。 

 

令和６年度においては、基金の取崩しが積立てを上回り、現在高が減少しました。 

『財政調整基金』は、財源確保のため、【315,849 千円】を取り崩しました。 

『減債基金（町債管理基金）』は、起債償還のために【150,000 千円】を取り崩しました。 

『その他の特定目的基金』では、町社会福祉協議会事業費補助のために「社会福祉基金」【9,038 千円】

を、学校設備の維持改修事業のために「義務教育施設整備基金」【30,470 千円】を、庁舎大規模改修工

事のために「公共施設等総合管理基金」【100,000 千円】をそれぞれ取り崩しました。また、「生涯学習

センター整備基金」【99,800 千円】については前年度に完了したＯＲＩＧＡＭＩプラザの建設により、

残額については「公共施設等総合管理基金」に振替えました。積立てについては、「町営住宅施設整備基

金」【9,892 千円】、「義務教育施設整備基金」【10,785 千円】等をそれぞれ積み立てました。 

基金現在高を町民 1人当たりに換算すると、133,487 円となります。 

　〔令和７年３月３１日現在人口 30,596 人〕 

 

 

 

 

★財政調整基金・・・・・・　計画的な財政運営を行うために、財源に余裕のあるときに積み立ててお

く貯金のことです。 

 

★減債基金・・・・・・・・　公債費の償還を計画的に行う目的で積み立て、将来にわたり健全な財政

運営を維持するための基金で、当町では町債管理基金という名称です。 

 

★その他の特定目的基金・・　当町において該当するものは、町営住宅施設整備基金、義務教育施設整

備基金、社会福祉基金、公共施設等総合管理基金及び森林環境譲与税基金

の計５つがあります（※令和６年度末現在）。 

 

決算額 構成比 増減額 増減率 決算額 構成比

(a) (a-b) (a)

1 財政調整基金 2,301,506 56.4 △ 313,868 △ 12.0 2,615,374 56.6

2 減債基金 982,647 24.1 △ 106,562 △ 9.8 1,089,209 23.6

3 その他の特定目的基金 800,004 19.6 △ 114,480 △ 12.5 914,484 19.8

4,084,157 100.0 △ 926,544 △ 20.1 4,619,067 100.0

令和６年度 令和５年度

合 計

区　　　　　　　分

６　積立金（貯金）の状況

ことばの意味
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『財政調整基金』は、後年度の臨時的事業の実施に備えるために、単年度の（平均的な）町税や普

通交付税等の収入の 1割（約 7億円）以上を確保することに努めています。令和６年度は、財源確保

のため取崩しを行いました。 

『減債基金（町債管理基金）』については、公債費に充てるための取崩しを行いました。 

『その他の特定目的基金』では、庁舎大規模改修工事のため公共施設等総合管理基金を取り崩した

ことが主な要因となり、残高が減少しました。 

予算上の歳入不足分は、『財政調整基金』や『減債基金（町債管理基金）』を取り崩すことで補填し

ているため、町税収入の増減が基金の総現在高に大きく関与しています。 
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（１）標準財政規模 

　普通交付税を算定する上で算出されるその町の標準的な一般財源の収入見込額のことです。財政を分

析する際などに、その町の財政能力とみなされています。 

　地方公共団体の財政規模を比較するにあたっては、国庫補助金や地方債などの特定財源が含まれて

いるため、単純に比較するのが難しい状況です。そのため特定財源を控除し、地方税や普通交付税な

どの経常的に収入される一般財源の額で比較することが適当とされています。 

　当町では例年、75 億円前後の数値で推移していますが、令和３年度においては、臨時財政対策債発行

可能額が大きく増額となったため、前年度より標準財政規模が大きな数値となっています。令和６年度

については、町民税の増加（特例交付金による減収補填分を含む）が主な要因となり、前年度より標準

財政規模が大きくなっています。 

　 

 

 

 

７　主な財政指標
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（２）財政力指数 

　　　地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で割った数値の過去３ヵ

年の平均値です。地方公共団体の財政力を示す指数として使われます。なお、単年度での財政力指

数が『1.0』を超える場合、普通交付税の不交付団体となります。 

　令和２年度については、平成２９年度の町税増収が基準財政収入額を押し上げ、財政力指数が

『1.0』を超える状況が続いていました。令和６年度については、臨時財政対策債発行可能額の減少

により基準財政需要額が増加したため、財政力指数は前年度より下がっています。 

 

 
 

第１２表　基準財政額の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 

 

 

 

★基準財政需要額・・・　各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、地方交付税法の規定によ

り算定した額とされています。標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ妥

当な水準において地方行政を行う場合、又は標準的な施設を維持する場合に要

する経費を基準に算定された額となります。 

 

★基準財政収入額・・・　各地方団体の財政力を合理的に測定するために、地方交付税法の規定により

算定した額とされています。具体的には、町の標準的な税収入から一定割合に

より算定された額となります。 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

基準財政
需要額

5,514,342 5,477,623 5,771,592 5,885,457 6,127,834

基準財政
収入額

5,405,158 5,054,738 5,438,743 5,515,196 5,577,117

(3か年平均)

財政力指数 1.079 0.954 0.948 0.934 0.930

(単年度)

財政力指数 0.980 0.923 0.942 0.937 0.910

ことばの意味
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（３）経常収支比率 

　　　町が自由に使える町税などの経常一般財源収入のうち、人件費や扶助費、公債費など避けられな

い必要な経費が占める割合のことです。数値が低いほど、独自の政策のために使えるお金が多いこ

とを示すとされ、数値が 90％を超えると財政構造が硬直化しているとされています。 

　　　この５年で当町の経常収支比率は大きく変動していますが、歳出については増傾向ではあるもの

の、指数と連動した動きはありません。主に歳入において、経常一般財源収入である町税収入や普

通交付税の交付状況によって、経常的な財源が大きく増減しており、これが指数に大きな影響を与

えています。 

　　　令和３年度は、普通交付税、臨時財政対策債発行可能額が増加したことにより、経常収入が増加

したため、経常収支比率は低い数値となりました。令和５年度については、補助費や人件費等の経

常支出が増加したことから、経常収支比率は高い数値となりましたが、令和６年度においても、人

件費や物件費の経常支出が増加したことから、引き続き経常収支比率は高い数値となっております。 

　　　歳出において増傾向であるとした点について、『扶助費分』は社会保障施策にかかる費用支出が

年々増加傾向であること、『公債費分』は今後予定している公共施設改修等の財源となる起債の償

還が開始されることで増加していくことが見込まれます。 

 

            

 

 

（単位：％）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

88.9 79.9 83.5 85.1 85.4 

人件費分 19.7 18.1 18.2 18.6 18.1 

扶助費分 10.9 9.6 10.1 11.1 10.7 

公債費分 11.7 11.2 12.0 10.9 9.9 

区分／年度

経 常 収 支 比 率

http://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93
http://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E7%94%B1
http://kotobank.jp/word/%E5%BF%85%E8%A6%81
http://kotobank.jp/word/%E7%B5%8C%E8%B2%BB
http://kotobank.jp/word/%E5%89%B2%E5%90%88
http://kotobank.jp/word/%E7%8B%AC%E8%87%AA
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（４）健全化判断比率等 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律において定められている、『実質赤字比率』、『連結実質

赤字比率』、『実質公債費比率』及び『将来負担比率』の４つの財政指標の総称です。これらの指標は、

地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものと

して定められています。 

これらの４つの指標には、「早期健全化基準」、「財政再生基準」の２つの基準があり、この基準によ

り「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の３段階に区分されます。 

また、水道事業、病院事業など公営企業を経営している地方公共団体には、これらの指標のほかに

『資金不足比率』があります。 

 

第１３表　健全化判断比率等 

 

《健全化判断比率》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％） 

 

※　「健全段階」に該当します。 

 

《資金不足比率》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％） 

 
※　不足額が生じていないため、「健全段階」に該当します。 

 

 

 

★実質赤字比率・・・・　福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度 

を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すもの。 

 

★連結実質赤字比率・・　全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度 

　　　　　　　　　　　を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すもの。 

 

★実質公債費比率・・・　借入金（地方債）の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、一般 

会計等で賄う、資金繰りの程度を示すもの。 

 

★将来負担比率・・・・　地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性 

のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度 

合いを示すもの。 

 

★資金不足比率・・・・　公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較 

して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの。 

 

実質公債費比率

（3ヶ年平均）

上三川町 ― ― 7.2 ―
早期健全化基準 13.83 18.83 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 30.00 35.0 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 将来負担比率

農業集落排水事業

特別会計

上三川町 ― ― ―
経営健全化基準 20.00

水道事業会計 下水道事業会計

ことばの意味


